
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
象
条
文
一
覧
）

○
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
中
央
環
境
審
議
会
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８

○
経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９
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○
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四
ａ
・

四

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四
ａ
・

五
・
八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五

五
・
八
・
八
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五

・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
第
七
条
の
表
第

・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
第
三
条
の
表
第

三
号
に
お
い
て
「
ア
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

三
号
に
お
い
て
「
ア
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

五

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七
―
エ
ポ
キ

五

一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
六
・
七
―
エ
ポ
キ

シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―

シ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
ａ
―
オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ
―

エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別

エ
キ
ソ
―
一
・
四
―
エ
ン
ド
―
五
・
八
―
ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別

名
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
。
第
七
条
の
表
第
四
号
に
お
い
て
「
デ
ィ
ル
ド
リ
ン

名
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
。
第
三
条
の
表
第
四
号
に
お
い
て
「
デ
ィ
ル
ド
リ
ン

」
と
い
う
。
）

」
と
い
う
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ

七

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ

ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。
第
七
条
の
表
第
三
号
に
お
い
て
「
Ｄ

ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。
第
三
条
の
表
第
三
号
に
お
い
て
「
Ｄ

Ｄ
Ｔ
」
と
い
う
。
）

Ｄ
Ｔ
」
と
い
う
。
）

八

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
―
二
・
三

八

一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
―
二
・
三

・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一

・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一

Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
、
一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ

Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
、
一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八
―
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ

―
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一

―
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
・
七
―
メ
タ
ノ
―
一
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Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル

Ｈ
―
イ
ン
デ
ン
及
び
こ
れ
ら
の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル

デ
ン
又
は
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
。
第
七
条
の
表
第
五
号
に
お
い
て
「
ク
ロ
ル

デ
ン
又
は
ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
。
第
三
条
の
表
第
五
号
に
お
い
て
「
ク
ロ
ル

デ
ン
類
」
と
い
う
。
）

デ
ン
類
」
と
い
う
。
）

九
～
十
二

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

十
三

ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・
〇
・
〇

十
三

ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・
〇
・
〇
・
〇
・
〇

二
・
六

三
・
九

四
・
八

二
・
六

三
・
九

四
・
八

］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
第
七
条
の
表
第
九
号
に
お
い
て
「

］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ
ク
ス
。
第
三
条
の
表
第
九
号
に
お
い
て
「

マ
イ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
。
）

マ
イ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
。
）

十
四
～
二
十
四

（
略
）

十
四
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
テ
ト
ラ
ブ

二
十
五

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
テ
ト
ラ
ブ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第
七
条
の
表
第
十
二
号
に
お
い
て
「
テ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第
三
条
の
表
第
十
二
号
に
お
い
て
「
テ

ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

二
十
六

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
ペ
ン
タ
ブ

二
十
六

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
ペ
ン
タ
ブ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第
七
条
の
表
第
十
三
号
に
お
い
て
「
ペ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第
三
条
の
表
第
十
三
号
に
お
い
て
「
ペ

ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

二
十
七
・
二
十
八

（
略
）

二
十
七
・
二
十
八

（
略
）

第
二
条

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
三
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

第
四
条

法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
十
ト
ン
と

第
二
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、

す
る
。

十
ト
ン
と
す
る
。

（
一
般
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
条

法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
新
設
）
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合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

（
優
先
評
価
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合

）
第
六
条

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト
ン
と

（
新
設
）

す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
製
品
）

で
き
な
い
製
品
）

第
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上
欄

欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

げ
る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替
す

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と
が

が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。

特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

）
と
す
る
。

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
用
途
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
用
途
）

第
八
条

法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

第
三
条
の
二

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と

掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途

す
る
。

と
す
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
技
術
上
の
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が

（
技
術
上
の
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が

使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
）

使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
）

第
九
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

第
三
条
の
三

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の

欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

上
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

製
品
と
す
る
。

る
製
品
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
予
定
数
量
等

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
予
定
数
量
等

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製
品
）

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製
品
）

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
第
二
条
第
十

第
四
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
第
一
条
の
二

一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
（
次
条
の

第
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
（
次

表
第
三
号
に
お
い
て
「
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

条
の
表
第
三
号
に
お
い
て
「
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物
」
と
い
う
。
）
に

て
は
、
塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の
付
着
防
止
用
の
も

つ
い
て
は
、
塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の
付
着
防
止
用

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
技
術
上
の
指
針
の
公
表
を
行
う
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て

（
技
術
上
の
指
針
の
公
表
を
行
う
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て

い
る
製
品
）

い
る
製
品
）
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第
十
一
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の

第
五
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

上
欄
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

欄
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

掲
げ
る
製
品
と
す
る
。

げ
る
製
品
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
十
二
条

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が

第
六
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
納

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額

額
（
電
子
申
請
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

（
電
子
申
請
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を

よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

る
金
額
）
と
す
る
。

金
額
）
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

金

額

電
子
申
請
に
よ

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

金

額

電
子
申
請
に
よ

者

る
場
合
に
お
け

者

る
場
合
に
お
け

る
金
額

る
金
額

一

法
第
十
七
条
第
一
項
の

二
十
二
万
六
百
円

二
十
一
万
三
千

一

法
第
六
条
第
一
項
の
許

二
十
二
万
六
百
円

二
十
一
万
三
千

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

七
百
円

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

七
百
円

者
二

法
第
二
十
一
条
第
一
項

十
二
万
千
七
百
円

十
一
万
七
千
二

二

法
第
十
条
第
一
項
の
許

十
二
万
千
七
百
円

十
一
万
七
千
二
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の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

百
円

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

百
円

る
者

三

法
第
二
十
二
条
第
一
項

四
万
六
千
七
百
円

三
万
九
千
九
百

三

法
第
十
一
条
第
一
項
の

四
万
六
千
七
百
円

三
万
九
千
九
百

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

円

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

円

る
者

者

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
三
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

第
七
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

る
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

２

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会
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附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
技
術
上
の
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が

（
技
術
上
の
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が

使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

３

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

３

法
第
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間

「

、
第
三
条
の
三
の
表
中
「
三

業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム
」
と
あ
る
の
は
、

間
、
第
九
条
の
表
中
「
三

業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム
」
と
あ
る
の
は
、

「
三

業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム

と
す
る
。

三

業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム

四

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
」

と
す
る
。

四

消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤
及
び
泡
消
火
薬
剤
」
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○
中
央
環
境
審
議
会
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

中
央
環
境
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
基

第
一
条

中
央
環
境
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
基

本
法
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
化
学

本
法
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
化
学

物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律

物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律

第
百
十
七
号
）
第
五
十
六
条
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

第
百
十
七
号
）
第
四
十
一
条
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
特
定
化
学

律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
特
定
化
学

物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る

物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
そ

法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
化
学
物
質
審
議
会
）

（
化
学
物
質
審
議
会
）

第
九
十
七
条

化
学
物
質
審
議
会
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規

第
九
十
七
条

化
学
物
質
審
議
会
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
十
六
条
及

制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
一
条
及

び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促

び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
八
条
の
規
定

に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

に
基
づ
き
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）


